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国立大学法人筑波大学の事業場及び事業場の長に関する法人細則 

 
 （趣旨） 

第１条 この法人細則は、国立大学法人筑波大学本部等職員就業規則（平成１７年法人規則第

７号）第１０５条、国立大学法人筑波大学附属病院職員就業規則（平成１７年法人規則第１

２号）第１０４条、国立大学法人筑波大学附属学校職員就業規則（平成１７年法人規則

第１７号）第１００条、国立大学法人筑波大学本部等非常勤職員就業規則（平成１７年法人

規則第１０号）第６５条、国立大学法人筑波大学附属病院非常勤職員就業規則（平成１７年

法人規則第１５号）第６８条及び国立大学法人筑波大学附属学校非常勤職員就業規則（平成

１７年法人規則第２０号）第６８条の規定に基づき、国立大学法人筑波大学（以下「法人」

という。）の事業場及び事業場の長について定めるものとする。 

 

 （事業場及び事業場の長） 

第２条 法人に次表の左欄の事業場を置き、それぞれ右欄に掲げる者を事業場の長とする。 

     事  業  場    事 業 場 の 長 

(1) 大学本部等事業場    人事を担当する副学長 

(2) 附属病院事業場    附属病院長 

(3) 東京キャンパス事業場    附属学校教育局教育長 

(4) マレーシア校事業場 外国に置かれる教育組織等

の管理運営を統括するため学

長が別に定める者 

(5) 附属小学校事業場    附属小学校長 

(6) 附属中学校事業場    附属中学校長 

(7) 附属高等学校事業場    附属高等学校長 

(8) 附属駒場中学校・附属駒場高

等学校事業場 

   附属駒場中学校長・附属駒

場高等学校長 

(9) 附属坂戸高等学校事業場    附属坂戸高等学校長 

(10) 附属視覚特別支援学校事業場    附属視覚特別支援学校長 

(11) 附属聴覚特別支援学校事業場    附属聴覚特別支援学校長 

(12) 附属大塚特別支援学校事業場    附属大塚特別支援学校長 

(13) 附属桐が丘特別支援学校事業

  場 

   附属桐が丘特別支援学校長 



 

 

(14) 附属久里浜特別支援学校事業

  場 

  附属久里浜特別支援学校長 

２ 前項に規定する大学本部等事業場及び東京キャンパス事業場の適用範囲については、学長

が告示する。 

 

   附 則 

 この法人細則は、平成１６年５月２７日から施行し、同年４月１日から適用する。 
 

   附 則（平１７．３．２４法人細則９号） 

 この法人細則は、平成１７年４月１日から施行する。 
 

附 則（平１９．３．２２法人細則５号） 

 この法人細則は、平成１９年４月１日から施行する。 
 

附 則（令６．３．２８法人細則４号） 
この法人細則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


